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カーボン・クレジット市場利用規約の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 （略） 

（目的） 

第１条 （略） 

２ 当取引所は、本規約において当取引所が

定める事項のほか、当取引所の市場の運営

に関して必要がある場合には、所要の取扱

いについて補助規則により定めることがで

きる。 

２ 当取引所は、本規約において当取引所が

定める事項について規定するための補助規

則を定めることができる。 

  

（報告事項） 

第１３条 参加者は、次の各号に該当するこ

ととなった場合は、所定の報告書に必要な

事項を記載して直ちに当取引所に報告しな

ければならない。 

（報告事項） 

第１３条 参加者は、次の各号に該当するこ

ととなった場合は、所定の報告書に必要な

事項を記載して直ちに当取引所に報告しな

ければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第４５条各号に規定する決済不履

行等、その他の本規約に違反し、又は違

反するおそれがある場合 

（３） 第４５条各号又は第４５条の１４

各号に規定する決済不履行等、その他の

本規約に違反し、又は違反するおそれが

ある場合 

（４） （略） （４） （略） 

  

（参加者の処分及び処置等） 

第１７条 当取引所は、参加者が次の各号の

いずれかに該当した場合、必要に応じて当

該参加者に説明を求めたうえ、売買の停止

若しくは制限、登録の取消し（以下「売買

の停止等」という。）又は改善要請を行う

ことができる。 

（参加者の処分及び処置等） 

第１７条 当取引所は、参加者が次の各号の

いずれかに該当した場合、必要に応じて当

該参加者に説明を求めたうえ、売買の停止

若しくは制限、登録の取消し（以下「売買

の停止等」という。）又は改善要請を行う

ことができる。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 第４５条各号に規定する決済不履

行等を行った場合 

（５） 第４５条各号又は第４５条の１４

各号に規定する決済不履行等を行った場

合 

（６）～（９） （略） （６）～（９） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定により売買の停止等を受け

た参加者は、当該売買の停止等の効力発生

前に成立した売買約定の決済に限り、当該

効力発生後もこれを行うことができる。た

だし、第４５条第４号に該当するときは、

この限りではない。 

５ 第１項の規定により売買の停止等を受け

た参加者は、当該売買の停止等の効力発生

前に成立した売買約定の決済に限り、当該

効力発生後もこれを行うことができる。た

だし、第４５条第４号又は第４５条の１４

第４号に該当するときは、この限りではな

い。 

６ （略） ６ （略） 

  

（不履行参加者に対する措置） 

第１８条 当取引所は、第４５条各号に規定

する売買約定の取消しの原因となる決済不

履行を発生させた参加者（第４９条第１項

に規定する返還債務を履行しない参加者を

（不履行参加者に対する措置） 

第１８条 当取引所は、第４５条各号又は第

４５条の１４各号に規定する売買約定の取

消しの原因となる決済不履行を発生させた

参加者（第４９条第１項に規定する返還債
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含む。）に対して、経緯書の徴収を行い、

決済不履行の原因及びその分析並びに再発

防止対策等について報告を受けるものとす

る。 

務を履行しない参加者を含む。）に対し

て、経緯書の徴収を行い、決済不履行の原

因及びその分析並びに再発防止対策等につ

いて報告を受けるものとする。 

  

（売買の決済日） 

第２５条 本市場で成立した売買約定に係る

決済は、当該売買約定が成立した日から起

算して６日目（休業日、臨時休業日及び臨

時休場日を除外する。以下、日数計算につ

いて同じ。）に行うものとする。 

（売買の決済日） 

第２５条 本市場で成立した売買約定に係る

決済日は、次の各号に掲げる売買の対象の

区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（削る） （１） Ｊ－クレジット 

売買約定が成立した日から起算して６

日目（休業日、臨時休業日及び臨時休場

日を除外する。以下、日数計算について

同じ。） 

（削る） （２） 超過削減枠 

売買約定が成立した日から起算して１

０日目 

  

第４章 決済 第４章 決済 

  

（削る） 第１節 Ｊ－クレジットに係る決済 

  

（決済方法） 

第３３条 本市場において成立した売買約定

の決済は、第２８条に定める方法により決

定した各売買約定を単位として、第２７条

に規定する売買の区分と同一のカーボン・

クレジットであって当該売買約定に係る数

量に相当するものの移転及び当該売買約定

に係る売買代金等（売買代金及びその消費

税相当額（地方消費税を含むものとし、約

定値段に約定数量を乗じて得た額を課税標

準として算出した金額（円位未満の端数が

生じた場合は、切り捨てる。）とする。）

の合計額をいう。以下同じ。）の金銭の授

受について、本章の定めに従い、当取引所

を通じて行うものとする。 

（決済方法） 

第３３条 本市場において成立した売買約定

のＪ－クレジットに係る決済は、第２８条

に定める方法により決定した各売買約定を

単位として、第２７条に規定する売買の区

分と同一のＪ－クレジットであって当該売

買約定に係る数量に相当するものの移転及

び当該売買約定に係る売買代金等（売買代

金及びその消費税相当額（地方消費税を含

むものとし、約定値段に約定数量を乗じて

得た額を課税標準として算出した金額（円

位未満の端数が生じた場合は、切り捨て

る。）とする。）の合計額をいう。以下同

じ。）の金銭の授受について、本節の定め

に従い、当取引所を通じて行うものとす

る。 

  

（適格請求書） 

第３４条 本市場において成立した売買約定

の決済に係る適格請求書（消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）第５７条の４第１

項に規定する適格請求書をいう。以下同

じ。）に関連する事務については、媒介者

交付特例（消費税法施行令（昭和６３年政

令第３６０号）第７０条の１２に定める媒

介者等による適格請求書等の交付の特例を

いう。以下同じ。）に基づき、当取引所の

（適格請求書） 

第３４条 本市場において成立したＪ－クレ

ジットに係る売買約定の決済に係る適格請

求書（消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）第５７条の４第１項に規定する適格請

求書をいう。以下同じ。）に関連する事務

については、媒介者交付特例（消費税法施

行令（昭和６３年政令第３６０号）第７０

条の１２に定める媒介者等による適格請求

書等の交付の特例をいう。以下同じ。）に
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定めるところにより、当取引所が行うもの

とする。 

基づき、当取引所の定めるところにより、

当取引所が行うものとする。 

  

（決済単位の通知） 

第３５条 当取引所は、売買約定の成立後、

第３３条に規定する決済の単位（以下この

章において「決済単位」という。）ごと

に、次の各号に掲げる売買の対象の区分に

従い、当該各号に定める事項について、本

システムを通じて当該売買約定の当事者で

ある参加者に通知するものとする。 

（決済単位の通知） 

第３５条 当取引所は、Ｊ－クレジットに係

る売買約定の成立後、第３３条に規定する

決済の単位（以下この節において「決済単

位」という。）ごとに、Ｊ－クレジットの

数量、クレジット認証番号及び売買代金等

を、本システムを通じて当該売買約定の当

事者である参加者に通知するものとする。 

（１） Ｊ－クレジット 

カーボン・クレジットの数量、売買代

金、クレジット認証番号及びその他これ

らに関連する情報 

（新設） 

（２） 超過削減枠 

カーボン・クレジットの数量、売買代

金及びその他これらに関連する情報 

（新設） 

  

（Ｊ－クレジットにおけるクレジット認証

番号の過誤等に係る申告） 

第３６条 売り方参加者は、前条の通知につ

いて、自己の保有するＪ－クレジット（第

３９条第１項に規定する日時までに保有、

移転可能なものを含む。）と照合し、第２

９条第１項第３号の規定により指定したク

レジット認証番号に過誤がある場合又は前

条の規定により通知したＪ－クレジットの

数量を移転できない場合は、直ちに、その

旨及び次の各号に掲げる事項を、当取引所

が定めるところにより当取引所に申告しな

ければならない。 

（クレジット認証番号の過誤等に係る申

告） 

第３６条 売り方参加者は、前条の通知につ

いて、自己の保有するＪ－クレジット（第

３９条第１項に規定する日時までに保有、

移転可能なものを含む。）と照合し、第２

９条第１項第３号の規定により指定したク

レジット認証番号に過誤がある場合又は前

条の規定により通知したＪ－クレジットの

数量を移転できない場合は、直ちに、その

旨及び次の各号に掲げる事項を、当取引所

が定めるところにより当取引所に申告しな

ければならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 当該売買約定と同数量以上かつ同

一の売買の区分に属する別のクレジット

認証番号に係るＪ－クレジットを保有し

ていないとき又は当該売買約定と同数量

以上かつ同一の売買の区分に属する別の

クレジット認証番号に係るＪ－クレジッ

トを保有しているが当該売買約定に係る

決済を行うことを希望しないときは、当

該売買約定に係るＪ－クレジットの移転

が困難である旨 

（２） 当該売買約定と同数量以上かつ同

一の売買の区分に属する別のクレジット

認証番号に係るＪ－クレジットを保有し

ていないとき又は当該売買約定と同数量

以上かつ同一の売買の区分に属する別の

クレジット認証番号に係るＪ－クレジッ

トを保有しているが当該売買約定に係る

決済を行うことを希望しないときは、引

渡しクレジットの全部又は一部の移転が

困難である旨 

２ （略） ２ （略） 

  

（超過削減枠を移転できない旨の申告） 

第３６条の２ 売り方参加者は、第３５条の

通知について、自己の保有する超過削減枠

（第３９条第１項に規定する日時までに保

有、移転可能なものを含む。）と照合し、

第３５条の規定により通知した超過削減枠

 

（新設） 
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の数量を移転できない場合は、直ちに、そ

の旨を、当取引所が定めるところにより当

取引所に申告しなければならない。 

  

（決済において授受する金額） 

第３７条 カーボン・クレジットの売買に係

る資金の決済において参加者が授受する代

金の額は、次の各号に定める区分に従い、

当該各号に定めるところによる。 

（決済において授受する金額） 

第３７条 Ｊ－クレジットに係る資金の決済

において参加者が授受する代金の額は、次

の各号に定める区分に従い、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 支払代金 

一の日におけるカーボン・クレジット

の買付けに係る売買代金等を買い方参加

者ごと（市場参加者からの申請に基づき

当該参加者名義の預貯金口座又はクレジ

ット口座を複数指定することを当取引所

が認めた場合には、当該買い方参加者名

義の預貯金口座又はクレジット口座ご

と。次条において同じ。）に合算した金

額をいう。 

（１） 支払代金 

一の日におけるＪ－クレジットの買付

けに係る売買代金等を参加者ごと（一の

参加者において預貯金口座を複数に分け

ている場合はその単位。以下同じ。）に

合算した金額をいう。 

（２） 受領代金 

一の日におけるカーボン・クレジット

の売付けに係る売買代金等を売り方参加

者ごと（市場参加者からの申請に基づき

当該参加者名義の預貯金口座又はクレジ

ット口座を複数指定することを当取引所

が認めた場合には、当該売り方参加者名

義の預貯金口座又はクレジット口座ご

と。次条において同じ。）に合算した金

額をいう。 

（２） 受領代金 

一の日におけるＪ－クレジットの売付

けに係る売買代金等を参加者ごとに合算

した金額をいう。 

２ （略） ２ （略） 

  

（決済において授受するカーボン・クレジ

ット） 

第３８条 カーボン・クレジットの決済にお

いて参加者が授受するカーボン・クレジッ

トは、次の各号に定める区分に従い、当該

各号に定めるところによる。 

（決済において授受するＪ－クレジット） 

 

第３８条 Ｊ－クレジットの決済において参

加者が授受するＪ－クレジットは、次の各

号に定める区分に従い、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 引渡しクレジット 

一の日に売買約定が成立したカーボ

ン・クレジットのうち、Ｊ－クレジット

においては売り方参加者ごとかつ第２９

条第１項第３号の規定により指定したク

レジット認証番号ごとに合算したものを

いい、超過削減枠においては売り方参加

者ごとに合算したものをいう。 

（１） 引渡しクレジット 

一の日に売買約定が成立したＪ－クレ

ジットのうち、売り方参加者ごとかつ第

２９条第１項第３号の規定により指定し

たクレジット認証番号ごとに合算したも

のをいう。 

（２） 受取りクレジット 

一の日に売買約定が成立したカーボ

ン・クレジットのうち、Ｊ－クレジット

においては買い方参加者ごとかつクレジ

ット認証番号ごとに合算したものをい

（２） 受取りクレジット 

一の日に売買約定が成立したＪ－クレ

ジットのうち、買い方参加者ごとかつク

レジット認証番号ごとに合算したものを

いう。 
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い、超過削減枠においては買い方参加者

ごとに合算したものをいう。 

２ 前項各号に定める引渡しクレジットと受

取りクレジットについて、Ｊ－クレジット

において同一の参加者における同一のクレ

ジット認証番号に係るカーボン・クレジッ

トの数量の差引計算は行わず、また、超過

削減枠において同一の参加者におけるカー

ボン・クレジットの数量の差引計算は行わ

ないこととする。 

２ 前項各号に定める引渡しクレジットと受

取りクレジットについては、同一の参加者

における同一のクレジット認証番号に係る

Ｊ－クレジットの数量の差引計算は行わな

いこととする。 

  

（売り方参加者による当取引所へのカーボ

ン・クレジットの事前の移転） 

第３９条 売り方参加者は、売買約定の決済

に係る引渡しクレジットについて、決済日

の前日かつ、当該日の午前１１時００分ま

でに、当該売り方参加者名義のクレジット

口座から、当取引所名義のクレジット口座

に移転する方法により、当取引所に移転し

なければならない。 

（売り方参加者による当取引所へのＪ－ク

レジットの事前の移転） 

第３９条 売り方参加者は、Ｊ－クレジット

に係る売買約定の決済に係る引渡しクレジ

ットについて、決済日の前日かつ、当該日

の午前１１時００分までに、当該売り方参

加者名義のクレジット口座から、当取引所

名義のクレジット口座に移転する方法によ

り、当取引所に移転しなければならない。 

２ 前項に規定する当取引所名義のクレジッ

ト口座への移転のうち、超過削減枠に係る

移転については、当取引所が売り方参加者

に代わり、超過削減枠に係るクレジット登

録簿に対して行うものとし、当該移転申請

で移転が完了しなかった場合は、当該売り

方参加者が当取引所名義のクレジット口座

への移転申請を行うものとする。 

（新設） 

３ 当取引所は、次条に規定する買い方参加

者による支払代金の支払いが行われるまで

の間、第１項の規定により移転されたカー

ボン・クレジットを売り方参加者のために

保有するものとする。 

２ 当取引所は、次条に規定する買い方参加

者による支払代金の支払いが行われるまで

の間、前項の規定により移転されたＪ－ク

レジットを売り方参加者のために保有する

ものとする。 

  

（買い方参加者による支払代金の支払い） 

第４０条 買い方参加者は、売買約定の決済

に係る支払代金を、決済日の当日かつ、当

該日の午前１１時００分までに、当該買い

方参加者名義の預貯金口座から、当取引所

が指定する金融機関（以下「資金決済銀

行」という。）に開設した当取引所名義の

預貯金口座（以下「当取引所資金口座」と

いう。）に振り込むものとする。ただし、

当取引所が認めた場合には、当取引所が認

めた預貯金口座から振り込むことができ

る。 

（買い方参加者による支払代金の支払い） 

第４０条 買い方参加者は、Ｊ－クレジット

に係る売買約定の決済に係る支払代金を、

決済日の当日かつ、当該日の午前１１時０

０分までに、当該買い方参加者名義の預貯

金口座から、当取引所が指定する金融機関

（以下「資金決済銀行」という。）に開設

した当取引所名義の預貯金口座（以下「当

取引所資金口座」という。）に振り込むも

のとする。ただし、当取引所が認めた場合

には、当取引所が認めた預貯金口座から振

り込むことができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（当取引所のカーボン・クレジットの保有

及び移転） 

（当取引所のＪ－クレジットの保有及び移

転） 



6 

第４１条 当取引所は、前条に規定する支払

代金の振込み（全額が振り込まれた場合に

限る。）を受けた時点以降、当該支払代金

の決済単位に係るカーボン・クレジットの

うち、第３９条第３項の規定に基づき当取

引所が売り方参加者のために保有するもの

を当該決済単位に係る買い方参加者のため

に保有するものとし、それをもって、当該

売り方参加者は、当該決済単位に係るカー

ボン・クレジットを当該買い方参加者に移

転したものとする。 

第４１条 当取引所は、前条に規定する支払

代金の振込み（全額が振り込まれた場合に

限る。）を受けた時点以降、当該支払代金

の決済単位に係るＪ－クレジットのうち、

第３９条第２項の規定に基づき当取引所が

売り方参加者のために保有するものを当該

決済単位に係る買い方参加者のために保有

するものとし、それをもって、当該売り方

参加者は、当該決済単位に係るＪ－クレジ

ットを当該買い方参加者に移転したものと

する。 

  

（売り方参加者への受領代金の振込み） 

第４２条 当取引所は、決済日の当日かつ、

当該日の午前１１時００分以降に、第４０

条第４項の規定により支払代金の受領を確

認した売買約定の決済に係る受領代金を、

売り方参加者名義の預貯金口座に振り込む

ものとする。 

（売り方参加者への受領代金の振込み） 

第４２条 当取引所は、決済日の当日かつ、

当該日の午前１１時００分以降に、第４０

条第４項の規定により支払代金の受領を確

認した売買約定の決済に係る受領代金を、

売り方参加者の預貯金口座に振り込むもの

とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（買い方参加者へのカーボン・クレジット

の移転） 

第４３条 （略） 

（買い方参加者へのＪ－クレジットの移

転） 

第４３条 （略） 

  

（決済日の繰延べ） 

 

第４４条 当取引所は、売買約定の決済を行

うために必要な当取引所若しくは当取引所

以外の機関が設置するシステムの稼働に支

障が生じた場合その他やむを得ない事由に

より、当該システムを利用して売買約定の

決済を行うことが困難であると認める場合

又は売買約定の決済において移転するカー

ボン・クレジットについて第４５条の２第

１項に規定する場合に該当するか否かを確

認する必要がある等の理由により当取引所

が売買約定に基づく決済を行うことが適当

でないと認める場合は、当該決済の全部又

は一部につき決済日をその翌日以降に繰り

延べることができる。この場合において、

当取引所は参加者にあらかじめその旨を通

知するものとする。 

（システム障害時等における決済日の繰延

べ） 

第４４条 当取引所は、Ｊ－クレジットに係

る売買約定の決済を行うために必要な当取

引所又は当取引所以外の機関が設置するシ

ステムの稼働に支障が生じた場合その他や

むを得ない事由により、当該システムを利

用して売買約定の決済を行うことが不可能

又は困難であると認める場合は、当該決済

の全部又は一部につき決済日をその翌日以

降に繰り延べることができる。この場合に

おいて、当取引所は参加者にあらかじめそ

の旨を通知するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（決済不履行等に伴う売買約定の取消し

等） 

第４５条 本市場において、参加者が売買約

定の決済を履行しないとき又はその履行が

困難であるときとして次の各号に掲げると

きのいずれかに該当する場合は、当該各号

（決済不履行等に伴う売買約定の取消し

等） 

第４５条 本市場において、参加者がＪ－ク

レジットに係る売買約定の決済を履行しな

いとき又はその履行が困難であるときとし

て次の各号に掲げるときのいずれかに該当
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に定める方法により売買約定を取り消すも

のとし、以降の決済に係る手続きは行わ

ず、行われた決済については原状回復する

ものとする。 

する場合は、当該各号に定める方法により

売買約定を取り消すものとし、以降の決済

に係る手続きは行わず、行われた決済につ

いては原状回復するものとする。 

（１） 第３６条第１項第２号又は第３６

条の２に規定する申告があったとき 

（１） 第３６条第１項第２号に規定する

申告があったとき 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（２） 売り方参加者が、第３８条第１項

第１号に規定する引渡しクレジットの全

部の移転を行わないとき 

（２） 売り方参加者が、第３８条第１項

第１号に規定する引渡しクレジットの全

部又は一部の移転を行わないとき 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 引渡しクレジットの一部のみの移転

が行われた場合は、当取引所は、当該

引渡しクレジットのうち、一部のみ移

転が行われたクレジット認証番号に係

る決済単位を、Ｊ－クレジットの数量

が少ないものから昇順に並べ（数量が

同数の場合は抽選）、上から合算して

いった数量が当取引所が受領したＪ－

クレジットの数量を超過する決済単位

以降に係る売買約定を取り消すものと

する。 

ｂ 当取引所は、前ａの取消し後、買い

方参加者に対して、速やかに、当該取

消しについて通知するものとする。 

 

ｃ 当取引所は、ａ又は前ｂの取消し

後、買い方参加者に対して、速やか

に、当該取消しについて通知するもの

とする。 

ｃ 当取引所が取り消した売買約定に係

る決済単位のカーボン・クレジットの

うち、一部を当取引所が保有している

ときは、当取引所は売り方参加者に当

該カーボン・クレジットを返還するも

のとする。 

ｄ 当取引所が取り消した売買約定に係

る決済単位のＪ－クレジットのうち、

一部を当取引所が保有しているとき

は、当取引所は売り方参加者に当該Ｊ

－クレジットを返還するものとする。 

（３） 買い方参加者が、第４０条第１項

に規定する支払代金の支払いを行わない

とき 

（３） 買い方参加者が、第４０条第１項

に規定する支払代金の支払いを行わない

とき 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 当取引所は、前ａの取消し後、売り

方参加者に対して、速やかに、当該取

消しについて通知し、第３９条第１項

の規定に基づき当取引所が移転を受け

た当該取消しに係るカーボン・クレジ

ットを返還するものとする。 

ｂ 当取引所は、前ａの取消し後、売り

方参加者に対して、速やかに、当該取

消しについて通知し、第３９条第１項

の規定に基づき当取引所が移転を受け

た当該取消しに係るＪ－クレジットを

返還するものとする。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（４） 参加者が、第１７条第１項の規定

に基づき売買の停止等を受けた場合であ

って、当該売買の停止等の効力発生前に

成立した売買約定の決済を行うことが困

難であると当取引所が認めたとき 

（４） 参加者が、第１７条第１項の規定

に基づき売買の停止等を受けた場合であ

って、当該売買の停止等の効力発生前に

成立した売買約定の決済を行うことが困

難であると当取引所が認めたとき 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 当該取消しまでの間に、第３９条第

１項の規定に基づき当取引所が移転を

ｃ 当該取消しまでの間に、第３９条第

１項の規定に基づき当取引所が移転を
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受けた当該取消しに係るカーボン・ク

レジットについては、売り方参加者に

返還するものとする。 

受けた当該取消しに係るＪ－クレジッ

トについては、売り方参加者に返還す

るものとする。 

  

（削る） 第２節 超過削減枠に係る決済 

  

（瑕疵のある売買約定の取消し） 

第４５条の２ 当取引所は、売買約定の決済

において移転するカーボン・クレジットに

ついて第２７条の規定に基づく売買の区分

に誤りがある売買約定が成立した場合又は

売買約定に係るカーボン・クレジットに重

大な瑕疵がある場合において、当取引所が

当該売買約定に基づく決済を行うことが適

当でないと認めるときは、当該売買約定を

取り消すことができる。 

（決済方法） 

第４５条の２ 本市場において成立した超過

削減枠に係る売買約定の決済は、第２８条

に定める方法により決定した各売買約定を

単位として、当該売買約定に係る数量に相

当する超過削減枠の移転及び当該売買約定

に係る売買代金等の金銭の授受について、

本節の定めに従い、当取引所を通じて行う

ものとする。 

２ 当取引所は、前項の規定により売買約定

の取消しを行おうとするときは、当該売買

約定に係る売り方参加者及び買い方参加者

にあらかじめその旨を通知するものとす

る。 

 

  

 

（削る） 

（適格請求書） 

第４５条の３ 本市場において成立した超過

削減枠に係る売買約定の決済に係る適格請

求書に関連する事務については、媒介者交

付特例に基づき、当取引所の定めるところ

により、当取引所が行うものとする。 

  

 

（削る） 

（決済単位の通知） 

第４５条の４ 当取引所は、超過削減枠に係

る売買約定の成立後、第４５条の２に規定

する決済の単位（以下この節において「決

済単位」という。）ごとに、超過削減枠の

数量及び売買代金等を、本システムを通じ

て当該売買約定の当事者である参加者に通

知するものとする。 

  

 

（削る） 

（超過削減枠を移転できない旨の申告） 

第４５条の５ 売り方参加者は、前条の通知

について、自己の保有する超過削減枠（第

４５条の８第１項に規定する日時までに保

有、移転可能なものを含む。）と照合し、

前条の規定により通知した超過削減枠の数

量を移転できない場合は、直ちに、その旨

を、当取引所が定めるところにより当取引

所に申告しなければならない。 

  

 

（削る） 

（決済において授受する金額） 

第４５条の６ 超過削減枠に係る資金の決済

において参加者が授受する代金の額は、次
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の各号に定める区分に従い、当該各号に定

めるところによる。 

 （１） 支払代金 

一の日における超過削減枠の買付けに

係る売買代金等を参加者ごとに合算した

金額をいう。 

 （２） 受領代金 

一の日における超過削減枠の売付けに

係る売買代金等を参加者ごとに合算した

金額をいう。 

 ２ 前項各号に定める支払代金と受領代金に

ついては、同一の参加者における支払代金

と受領代金の差引計算は行わないこととす

る。 

  

 

（削る） 

（決済において授受する超過削減枠） 

第４５条の７ 超過削減枠の決済において参

加者が授受する超過削減枠は、次の各号に

定める区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 引渡しクレジット 

一の日に売買約定が成立した超過削減

枠のうち、売り方参加者ごとに合算した

ものをいう。 

 （２） 受取りクレジット 

一の日に売買約定が成立した超過削減

枠のうち、買い方参加者ごとに合算した

ものをいう。 

 ２ 前項各号に定める引渡しクレジットと受

取りクレジットについては、同一の参加者

における超過削減枠の数量の差引計算は行

わないこととする。 

  

 

 

（削る） 

（売り方参加者による当取引所への超過削

減枠の事前の移転） 

第４５条の８ 売り方参加者は、超過削減枠

に係る売買約定の決済に係る引渡しクレジ

ットについて、超過削減枠に係る売買約定

が成立した日から起算して７日目の午前１

１時００分までに、当該売り方参加者名義

のクレジット口座から、当取引所名義のク

レジット口座に移転する方法により、当取

引所に移転しなければならない。 

 ２ 当取引所は、次条に規定する買い方参加

者による支払代金の支払いが行われるまで

の間、前項の規定により移転された超過削

減枠を売り方参加者のために保有するもの

とする。 

 ３ 売り方参加者は、第１項の移転を実施す

るため、売買約定が成立した日から起算し

て５日目の当日かつ、当該日の午前１１時
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００分までに、ＧＸリーグ事務局に対して

当該売買約定の決済に係る引渡しクレジッ

トを当取引所に移転することについての移

転申請を行うものとする。 

  

 

（削る） 

（買い方参加者による支払代金の支払い） 

第４５条の９ 買い方参加者は、超過削減枠

に係る売買約定の決済に係る支払代金を、

売買約定が成立した日から起算して８日目

の当日かつ、当該日の午前１１時００分ま

でに、当該買い方参加者名義の預貯金口座

から、当取引所資金口座に振り込むものと

する。ただし、当取引所が認めた場合に

は、当取引所が認めた預貯金口座から振り

込むことができる。 

 ２ 当取引所は、売買約定が成立した日から

起算して８日目より前に当取引所資金口座

に資金が振り込まれた場合は、当該資金を

当該売買約定の決済に係る支払代金と扱わ

ずに買い方参加者に払い戻しを行う。 

 ３ 当取引所は、第１項に従って振り込まれ

た資金を売り方参加者のために受領するも

のとする。売り方参加者は、当取引所が当

該支払代金を受領した時点で、買い方参加

者から支払代金を受領したものとし、以

後、買い方参加者に対して代金の支払いを

請求することはできないものとする。 

 ４ 当取引所は、売買約定の決済に係る支払

代金が当取引所資金口座に振り込まれてい

ることを確認した場合には、本システムを

通じて当該売買約定の当事者である参加者

にその旨を通知するものとする。 

  

 

（削る） 

（当取引所の超過削減枠の保有及び移転） 

第４５条の１０ 当取引所は、前条に規定す

る支払代金の振込み（全額が振り込まれた

場合に限る。）を受けた時点以降、当該支

払代金の決済単位に係る超過削減枠のう

ち、第４５条の８第２項の規定に基づき当

取引所が売り方参加者のために保有するも

のを当該決済単位に係る買い方参加者のた

めに保有するものとし、それをもって、当

該売り方参加者は、当該決済単位に係る超

過削減枠を当該買い方参加者に移転したも

のとする。 

  

 

（削る） 

（売り方参加者への受領代金の振込み） 

第４５条の１１ 当取引所は、決済日の当日

かつ、当該日の午前１１時００分以降に、

第４５条の９第４項の規定により支払代金

の受領を確認した売買約定の決済に係る受
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領代金を、売り方参加者名義の預貯金口座

に振り込むものとする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は決

済の状況等により、決済日の翌日以降に受

領代金を振り込むことがある。この場合に

おいて、当取引所は決済日の翌日以降に受

領代金が振り込まれることとなる売り方参

加者に対し、その旨を通知するものとす

る。 

  

 

（削る） 

（買い方参加者への超過削減枠の移転） 

第４５条の１２ 当取引所は、支払代金の振

込みを受けたことを確認した後、決済日の

午前１１時００分までに、第４５条の８第

１項の規定により移転された受取りクレジ

ットを、買い方参加者名義のクレジット口

座に移転するものとする。 

 ２ 当取引所は、決済の状況等により、決済

単位と異なる単位で前項の移転を行うこと

ができるものとする。 

 ３ 第１項の規定にかかわらず、当取引所は

決済の状況等により、決済日の翌日以降に

受取りクレジットを移転することができ

る。この場合において、当取引所は決済日

の翌日以降に受取りクレジットが移転され

ることとなる買い方参加者に対して、その

旨を通知するものとする。 

 ４ 当取引所は、第１項の移転を実施するた

め、売買約定が成立した日から起算して８

日目に、支払代金の振込みを受けたことを

確認した後、ＧＸリーグ事務局に対して当

該売買約定の決済に係る受取りクレジット

を買い方参加者に移転することについての

移転申請を行うものとする。 

  

 

 

（削る） 

（システム障害時等における決済日の繰延

べ） 

第４５条の１３ 当取引所は、超過削減枠に

係る売買約定の決済を行うために必要な当

取引所又は当取引所以外の機関が設置する

システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、当該システムを

利用して売買約定の決済を行うことが不可

能又は困難であると認める場合は、当該決

済の全部又は一部につき決済日をその翌日

以降に繰り延べることができる。この場合

において、当取引所は参加者にあらかじめ

その旨を通知するものとする。 

 ２ 前項に規定する決済日の繰延べに関し必

要な事項は、当取引所がその都度定める。 
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（削る） 

（決済不履行等に伴う売買約定の取消し

等） 

第４５条の１４ 本市場において、参加者が

超過削減枠に係る売買約定の決済を履行し

ないとき又はその履行が困難であるときと

して次の各号に掲げるときのいずれかに該

当する場合は、当該各号に定める方法によ

り売買約定を取り消すものとし、以降の決

済に係る手続きは行わず、行われた決済に

ついては原状回復するものとする。 

 （１） 第４５条の５に規定する申告があ

ったとき 

 ａ 当取引所は、当該引渡しクレジット

に係る売買約定を取り消すものとす

る。 

 ｂ 当取引所は、前ａの取消し後、買い

方参加者に対して、速やかに、かつ売

買約定が成立した日から起算して６日

目の午後４時００分までに、当該取消

しについて通知するものとする。 

 （２） 売り方参加者が、第４５条の７第

１項第１号に規定する引渡しクレジット

の全部又は一部の移転を行わないとき 

 ａ 引渡しクレジットの全部の移転がな

かった場合は、当取引所は、当該引渡

しクレジットに係る売買約定を取り消

すものとする。 

 ｂ 引渡しクレジットの一部のみの移転

が行われた場合は、当取引所は、一部

のみ移転が行われた当該引渡しクレジ

ットに係る決済単位を、超過削減枠の

数量が少ないものから昇順に並べ（数

量が同数の場合は抽選）、上から合算

していった数量が当取引所が受領した

超過削減枠の数量を超過する決済単位

以降に係る売買約定を取り消すものと

する。 

 ｃ  当取引所は、ａ又は前ｂの取消し

後、買い方参加者に対して、速やか

に、当該取消しについて通知するもの

とする。 

 ｄ 当取引所が取り消した売買約定に係

る決済単位の超過削減枠のうち、一部

を当取引所が保有しているときは、当

取引所は売り方参加者に当該超過削減

枠を返還するものとする。 

 （３） 買い方参加者が、第４５条の９第

１項に規定する支払代金の支払いを行わ

ないとき 
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 ａ 当取引所は、当該参加者が買い方と

なっている売買約定を全て取り消すも

のとする。 

 ｂ 当取引所は、前ａの取消し後、売り

方参加者に対して、速やかに、当該取

消しについて通知し、第４５条の８第

１項の規定に基づき当取引所が移転を

受けた当該取消しに係る超過削減枠を

返還するものとする。 

 ｃ 買い方参加者が支払代金の一部を当

取引所資金口座に振り込み済みである

ときは、当取引所は買い方参加者に当

該代金を返金するものする。 

 （４） 参加者が、第１７条第１項の規定

に基づき売買の停止等を受けた場合であ

って、当該売買の停止等の効力発生前に

成立した売買約定の決済を行うことが困

難であると当取引所が認めたとき 

 ａ 当取引所は、当該参加者が当事者と

なっている売買約定を全て取り消すも

のとする。 

 ｂ 当取引所は、前ａの取消し後、相手

方の参加者に対して、速やかに、当該

取消しについて通知するものとする。 

 ｃ 当該取消しまでの間に、第４５条の

８第１項の規定に基づき当取引所が移

転を受けた当該取消しに係る超過削減

枠については、売り方参加者に返還す

るものとする。 

  

（削る） 第３節 決済に関する雑則 

  

（天災地変等による売買約定の取消し） 

第４６条 （略） 

（天災地変等による売買約定の取消し） 

第４６条 （略） 

２ 当取引所は、前項の規定により売買約定

の取消しを行おうとするときは、当該売買

約定に係る売り方参加者及び買い方参加者

にあらかじめその旨を通知するものとす

る。 

（新設） 

 

  

（売買約定の取消しの効果） 

第４７条 前３条の規定により当取引所が売

買約定を取り消した場合には、当該売買約

定は初めから成立しなかったものとみな

す。 

（売買約定の取消しの効果） 

第４７条 第４５条又は前２条の規定により

当取引所が売買約定を取り消した場合に

は、当該売買約定は初めから成立しなかっ

たものとみなす。 

  

（取引の決済に関する免責事項） 

第４８条 当取引所から行う振込み又はカー

ボン・クレジットの移転が、第４２条第２

項、第４３条第３項又はその他の事由によ

り決済日の翌日以降となることにより、参

（取引の決済に関する免責事項） 

第４８条 当取引所から行う振込み又はカー

ボン・クレジットの移転が、第４２条第２

項、第４３条第３項、第４５条の１１第２

項、第４５条の１２第３項又はその他の事
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加者に費用又は損害が発生した場合であっ

ても、当取引所は一切の責任を負わないも

のとする。 

由により決済日の翌日以降となることによ

り、参加者に費用又は損害が発生した場合

であっても、当取引所は一切の責任を負わ

ないものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 当取引所が第４４条の規定により決済日

を繰り延べた場合において、参加者に費用

又は損害が発生した場合であっても、当取

引所に故意又は重過失がある場合を除き、

当取引所は一切の責任を負わないものとす

る。 

３ 当取引所が第４４条又は第４５条の１３

の規定により決済日を繰り延べた場合にお

いて、参加者に費用又は損害が発生した場

合であっても、当取引所は一切の責任を負

わないものとする。 

４ 参加者は、第４５条から第４６条までの

規定により当取引所が売買約定を取り消し

たことにより損害を受けることがあって

も、当取引所又は当該売買約定の取消しの

原因となった参加者に対して、その損害の

賠償を請求できないものとする。 

４ 参加者は、第４５条、第４５条の１４又

は第４６条の規定により当取引所が売買約

定を取り消したことにより損害を受けるこ

とがあっても、当取引所又は当該売買約定

の取消しの原因となった参加者に対して、

その損害の賠償を請求できないものとす

る。 

５ 参加者は、本市場においてカーボン・ク

レジットの売買を行った後、当該カーボ

ン・クレジットの制度運営主体によって権

利内容の修正又は変更が行われたことによ

り損害を受けることがあっても、当取引所

又は当該売買約定の相手方の参加者に対し

て、その損害の賠償を請求できないものと

する。 

５ 参加者は、本市場において売買を行った

カーボン・クレジットの売買を行った後、

当該カーボン・クレジットの制度運営主体

によって権利内容の修正又は変更が行われ

たことにより損害を受けることがあって

も、当取引所又は当該売買約定の相手方の

参加者に対して、その損害の賠償を請求で

きないものとする。 

  

（過誤に基づくカーボン・クレジットの移

転又は代金の受領に関する返還義務等） 

第４９条 （略） 

（過誤に基づくカーボン・クレジットの移

転又は代金の受領に関する返還義務等） 

第４９条 （略） 

２ 第４３条に規定するカーボン・クレジッ

トの移転又は第４５条第２号ｃ、第３号ｂ

若しくは第４号ｃに規定するカーボン・ク

レジットの返還について、当取引所の故意

又は過失により買い方参加者又は売り方参

加者に当該カーボン・クレジットの移転又

は返還ができなくなった場合には、当取引

所は、第５６条の規定にかかわらず、カー

ボン・クレジットに係る売買約定と同数量

かつ同一の売買の区分に属する別のカーボ

ン・クレジットを移転若しくは返還し、又

は当該カーボン・クレジットに係る売買約

定の代金額を限度として、当該買い方参加

者又は当該売り方参加者が現に被った損害

を賠償するものとする。 

２ 第４３条若しくは第４５条の１２に規定

するカーボン・クレジットの移転又は第４

５条第２号ｄ、第３号ｂ若しくは第４号ｃ

若しくは第４５条の１４第２号ｄ、第３号

ｂ若しくは第４号ｃに規定するカーボン・

クレジットの返還について、当取引所の故

意又は過失により買い方参加者又は売り方

参加者に当該カーボン・クレジットの移転

又は返還ができなくなった場合には、当取

引所は、第５６条の規定にかかわらず、当

該カーボン・クレジットに係る売買約定と

同数量かつ同一の売買の区分に属する別の

カーボン・クレジットを移転若しくは返還

し、又は当該カーボン・クレジットに係る

売買約定の代金額を限度として、当該買い

方参加者又は当該売り方参加者が現に被っ

た損害を賠償するものとする。 

  

（免責） 

第５５条 （略） 

（免責） 

第５５条 （略） 
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２ 当取引所は、本市場の運営に関連して、

市況その他の情報を提供することがある

が、当該情報の正確性、完全性及び有用性

を保証するものではなく、当該情報の利用

により参加者が被った損害について、当取

引所に故意又は重過失がある場合を除き、

一切の責任を負わないものとする。 

２ 当取引所は、本市場の運営に関連して、

市況その他の情報を提供することがある

が、当該情報の正確性、完全性及び有用性

を保証するものではなく、当該情報の利用

により参加者が被った損害について、一切

の責任を負わないものとする。 

３ 当取引所は、第３条に規定する売買の対

象について、カーボン・クレジットに係る

制度の運営者（当該制度に属する事務局及

び委員会を含むが、これらに限らない。）

による認証、決定又は発表その他の行為に

基づき、当取引所が行った本規約に基づく

措置その他の本市場の運営に関連する一切

の行為（不作為を含む。）により参加者が

被った損害について、当取引所に故意又は

重過失がある場合を除き、一切の責任を負

わないものとする。 

（新設） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和７年１１月７日に

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、本システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、令和７年

１１月７日から施行することが適当でない

と当取引所が認める場合には、同日後の当

取引所が定める日から施行する。 
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カーボン・クレジット市場利用規約補助規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（超過削減枠に係る売買立会を行う日） 

第９条の２ 本規約第２４条の２に規定する

当取引所が定める日は、令和７年１１月７

日から令和７年１２月２６日までの毎週金

曜日とする。 

（超過削減枠に係る売買立会を行う日） 

第９条の２ 本規約第２４条の２に規定する

当取引所が定める日は、令和６年１１月１

日から令和７年２月２８日までの毎週金曜

日とする。 

  

（クレジット認証番号の過誤等に係る申告

時限） 

第１５条 本規約第３６条第１項及び第３６

条の２に規定する申告は、決済日の前々日

の午後１時００分までに当取引所に対して

行わなければならない。 

（クレジット認証番号の過誤等に係る申告

時限） 

第１５条 本規約第３６条第１項及び第４５

条の５に規定する申告は、次の各号に掲げ

る売買の対象の区分に従い、当該各号に定

める時限までに当取引所に対して行わなけ

ればならない。 

（削る） （１） Ｊ－クレジット 

決済日の前々日の午後１時００分まで 

（削る） （２） 超過削減枠 

売買約定が成立した日から起算して４日

目の午後１時００分まで 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和７年１１月７日に

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、本システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、令和７年

１１月７日から施行することが適当でない

と当取引所が認める場合には、同日後の当

取引所が定める日から施行する。 

 

  

 


